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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　列車制御システムの設計用シミュレータであって、
　前記設計用シミュレータは、列車制御システムを統計モデルで表現し、設計パラメータ
を入力してその統計モデルを用いてシミュレーションを行い、シミュレーション結果の誤
差を時系列フィルタにより分析して確率分布を取得し、得られた確率分布が要件を満たす
かを検証し、設計パラメータを変更しながらシミュレーションと検証を繰り返して、確率
分布が要件を満たしたときの設計パラメータを適切な設計パラメータとして決定する列車
制御システムの設計方法を使用するためのものであり、
　設計対象について設計パラメータを入力するための設計パラメータ入力装置と、データ
ベースから各列車の性能・走行パターンの固定データを読取って出力するデータ出力装置
と、前記設計パラメータ入力装置から入力された設計パラメータおよび前記データ出力装
置から入力された固定データを、設計対象に係る状態の推定に用いられるセンサの観測値
に見立てて取得するセンサ観測装置と、取得されたセンサ観測値を時系列フィルタを用い
て分析して前記設計対象に係る状態を確率分布により推定する状態推定装置と、その状態
推定装置の推定結果を表示するモニタ装置とを有し、
　前記設計パラメータ入力装置は、設計対象を指定するための設計対象指定部と、前記設
計パラメータを入力するための設計パラメータ入力部とを含むことを特徴とする設計用シ
ミュレータ。
【請求項２】
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　請求項１記載の設計用シミュレータにおいて、
　前記センサ観測装置には、先行列車用センサ観測装置と後続列車用センサ観測装置とが
あり、
　前記先行列車用センサ観測装置には前記データ出力装置からの先行列車用固定データお
よび前記設計パラメータ入力装置からの先行列車用設計パラメータが入力され、
　前記後続列車用センサ観測装置には前記データ出力装置からの後続列車用固定データお
よび前記設計パラメータ入力装置からの後続列車用設計パラメータが入力され、
　各センサ観測装置に入力される前記固定データおよび前記設計パラメータは、設計対象
に係る状態の推定に用いられるセンサの観測値に見立てて取得され、前記状態推定装置に
入力されるとともに、
　前記状態推定装置にも、先行列車の設計対象に係る状態を推定する先行列車状態推定装
置と、後続列車の列車状態を推定する後続列車状態推定装置とがあり、
　前記先行列車状態推定装置は、先行列車用センサ観測装置から取得されたセンサ観測値
を時系列フィルタを用いて分析して先行列車の設計対象に係る状態を確率分布として推定
し、
　前記後続列車状態推定装置は、前記後続列車用センサ観測装置から取得されたセンサ観
測値を時系列フィルタを用いて分析して後続列車の設計対象に係る状態を確率分布として
推定することを特徴とする設計用シミュレータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、列車制御システムの設計用シミュレータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　列車制御には、同一走行路を走行する複数の列車を追突させずに走行させる安全性と、
稼働率を上げるアベイラビリティが求められる。したがって、列車制御システムの設計に
当たっては、可能な限り低いコストで、安全性とアベイラビリティを確保することが最大
の要請である。
【０００３】
　列車制御システムは、制御方式の違いにより、軌道回路方式と無線式列車制御システム
とに大別することができる。また、列車の在線位置検知方法には、地上位置検知方式と車
上位置検知方式が存在し、前者の代表例として軌道回路を用いる方式、後者の代表例とし
て列車に搭載されている速度発電機を用いる方式が挙げられる。
【０００４】
　無線式列車制御システムは、最近一部で実施されている。無線式列車制御システムでは
、車上位置検知方式を採用することで、移動閉塞が実現可能である。車上位置検知方式の
無線列車制御システムでは、車上で算出した位置情報を無線で地上装置に送信する。地上
装置は全ての列車から送信された位置情報を基に各列車のルートや停止目標位置を算出し
、その情報を各列車に無線で送信する。車上の速度制御装置は地上装置から送信された情
報を基に運行速度のパターン(速度照査パターン)を作成し、このパターンを超えないよう
にブレーキ制御を行う。
【０００５】
　無線式列車制御システムは、列車位置や速度照査パターンなどの情報のやりとりを無線
で行うため、地上設備を大幅に簡略化してメンテナンスの低減が可能になるほか、きめ細
かな列車の制御が可能である。
【０００６】
　速度発電機を用いる車上位置検知方式においては、速度発電機が発生するパルスの数と
車輪径をもとに在線位置を算出(推定)する。しかし、車輪径の減少または車輪の空転や滑
走その他の環境条件により、位置検知の誤差が蓄積するので、たとえば、位置補正用地上
子を所定間隔ごとに設置することで、誤差の蓄積をリセットし対応している。
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【０００７】
　速度発電機以外にも、ＧＰＳ、加速度センサ等の位置検知装置が実用化ないしは実用化
の検討段階にある。しかし、これらの位置検知装置は、誤差の定量化に関する技術、知見
が必ずしも確立されておらず、過剰な安全余裕を設ける一因となっている。
【０００８】
　従来の列車制御システムの設計について、位置補正用地上子の設置位置の設計を例に説
明する。速度発電機等の位置センサによる列車位置の累積誤差が、一定の許容値を下回る
ように位置補正用地上子の設置位置を設計するのが、一般的である。列車位置の累積誤差
に許容値を設けるのは、許容値以上の累積誤差が発生した場合は、脱線・追突といった危
険事象が許容できない確率で生じうるからである。実際には、安全性確保のために、列車
で推定される累積誤差が一定値以上となった場合に、列車の非常制動を行う等の対策がと
られる。したがって、許容値以上の累積誤差が発生した場合は、安全性は確保されても安
定輸送が阻害され、アベイラビリティが低下する。
【０００９】
　図９は、速度発電機を用いる車上検知方式における位置検知の誤差の推移を模式的に示
す図である。列車Ｔの位置補正用地上子ＰＤからの走行距離が増すにつれて、検知誤差の
累積により在線位置推定値は、Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３・・・と、広い位置範囲に分布するよう
になる（分布の分散が大きくなる）。そのため、従来の列車制御システムの設計において
は、在線位置の分布の広がりが一定以下になるように、図８の置補正用地上子ＰＤの設置
位置、すなわち設置間隔Ｄを決定している。しかしながら、在線位置の分布の形状は、列
車の運転状況（加減速）や線路環境などにより複雑に変動する。ゆえに、従来技術におい
ては、在線位置の分布の広がりを直接的に評価せず、一般的には、累積誤差を、走行距離
に対し安全余裕を見込んだ一定の割合（たとえば±１％）で生じるものとして設計してい
る。結果として、最適な安全余裕を定量的に見積もることができず、過剰な安全余裕によ
る設備コストの増大や、過小な安全余裕によるアベイラビリティの低下を招く可能性があ
る。地上子の再配置や増設を行えば、アベイラビリティの低下の問題は改善しうるが、地
上子の再配置や増設には工費と工期を要するという課題がある。
【００１０】
　地上子（バリス）配置の最適化を実現する技術として、非特許文献１では、カルマンフ
ィルタとＧＡ（遺伝的アルゴリズム）を用いた手法が検討されている。ただし、非特許文
献１では位置検知の最大の誤差要因であり、在線位置の分布の広がりに大きな影響を与え
る、空転・滑走がモデル化されていない。逆に、非特許文献１では、大きな加減速度とな
る場所では、空転・滑走により真値とモデルによる推定値の誤差が大きくなるので、大き
な加減速度となる場所に地上子を配置することが適切であると結論付けている。
【００１１】
　空転・滑走に対しては、電動機の制御により、それらを抑制する再粘着制御が実用化さ
れている。また、再粘着制御の検討に適用可能な、車両運動の力学的なモデルが提案され
、シミュレーションが可能となっている（たとえば、非特許文献２参照）。
【００１２】
　特許文献１では、位置推定に加え、位置推定精度を評価することで、最適な停止目標を
算出する移動体制御システムが示されている。このシステムでは、変化する推定精度に追
従して最適な停止目標を算出する。この手法を速度発電機と位置補正用地上子を用いた列
車制御システムに適用した場合、地上子の配置が所与の条件において、最適な列車運行の
実現が期待できる。一方、期待する列車運行を実現するための地上子の配置方法について
は、特許文献１では言及されていない。
【００１３】
　また、従来の列車制御システムの設計の別の例として、地上無線局の置局設計について
説明する。従来の無線列車制御システムでは、安全性の確保のため、通信障害が一定時間
以上継続したときは、列車を非常停止させるものがある。したがって、高いアベイラビリ
ティを実現するためには、不感地帯をなくし、ハンドオーバーが確実に行えるように置局



(4) JP 6420972 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

とチャンネル設定を設計する必要がある。
【００１４】
　置局設計を支援するための技術として、特許文献２では、受信強度特性、遅延特性、雑
音・干渉特性を評価パラメータとして用い、任意の通信環境に対する最適な基地局配置設
計を実現するための基地局の通信可能エリア推定方法が示されている。また、特許文献３
では、基地局候補点毎に全てのエリア評価点の受信電力をシミュレーションにより求め、
ＧＡを適用して最適な基地局配置パターンを算出する手法が示されている。
【００１５】
　また、不確定性を含むシステム一般において、設計や分析に、ベイジアンネットワーク
等を用いた確率推論や確率的シミュレーション（モンテカルロ・シミュレーション）を用
いる例がある。たとえば、特許文献４では、列車の運行に関する不確定性を扱う手法とし
て、駅での遅延状態の取り得る確率を統計処理により求めてベイジアンネットワークを作
成し、特定の駅で生じた遅延状態が各駅に波及する様子を推定ないしは分析する技術が示
されている。また、特許文献５では、掘削工事での土留め壁の計測における計測機器の最
適配置を実現するために、モンテカルロ・シミュレーションを利用している。
【００１６】
　数理最適化問題においては、たとえば特許文献３、非特許文献１などで利用されている
ＧＡをはじめ、シミュレーティド・アニーリング、粒子群最適化等のメタヒューリスティ
ック手法が開発され、活用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２０１２-１４４０６８号公報
【特許文献２】特開２００１-１６０９８２号公報
【特許文献３】特開２００１-２８５９２３号公報
【特許文献４】特許第５０８０４２２号公報
【特許文献５】特開２０１３－２４２１７５号公報
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】Mohammad Ali Sandidzadeh、Ali Khodadadi、「Optimization of balis
e placement in a railway track using a vehicle, an odometer and genetic algorith
m」（車両、走行距離計、および遺伝的論理を使った鉄道線路内バリス設置位置の最適化
）、Journal of scientific and industrial research、（インド）、２０１１年３月、
第７０巻、第３号、ｐ．２１０－２１４
【非特許文献２】佐藤正健、外５名「空転再粘着制御におけるトルク引き下げ量計算法の
一検討」、鉄道技術連合シンポジウム講演論文集、２０１１年、第１８巻、ｐ．３０１－
３０４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　列車制御システムの設計に当たっては、可能な限り低いコストで、安全性とアベイラビ
リティを確保することが最大の要請である。車上位置検知方式や無線式列車制御の採用は
上記要請に適うものであるが、多くの場合、コストと安全性およびアベイラビリティの間
にはトレードオフの関係が存在する。たとえば、無線式列車制御においては、高い安全性
とアベイラビリティを実現するために、無線基地局数を増やしたり、機器の要求性能を高
めたりすると、設備が高コストになる問題がある。
【００２０】
　したがって、低コストと高安全性および高アベイラビリティを実現すること、すなわち
最適設計ができる列車制御システムの設計方法が望まれている。
【００２１】
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　列車制御システムが列車走行の安全・確実な制御という目的を果たすためには、その列
車制御システムの各構成要素を適切に設計することが重要である。その設計に当たって考
慮すべき要素には、列車状態、地上設備状態、線路沿線状態などがある。列車状態には、
たとえば駆動装置の性能、ブレーキ性能、経年劣化の程度、速度発電機の性能、車輪の摩
耗の程度などがある。地上設備状態には、閉塞の境界、位置補正用地上子の設置位置、地
上信号機の建植位置、踏切制御子の設置位置、踏切装置などがある。また、線路沿線状態
には、線路の勾配やカーブ形状、踏切道の形態、落石危険地帯、トンネル、橋梁の種類、
環境などがある。
【００２２】
　列車制御システムを設計する場合は、上記の様々な要素を考慮して安全性が確保される
ように行う必要がある。
【００２３】
　しかし、たとえば速度発電機やＧＰＳ、加速度センサなどを用いる車上位置検知手法は
、精度・確度が動的に変化するため、実際的な安全性の検証が困難である。そのため、過
剰な安全余裕距離が設定されがちである。また、位置検知手法が有する不確定性は、位置
検知手法と不可分である、位置補正用地上子の設置位置、閉塞の境界、速度パターン等の
最適設計を困難にしている。
【００２４】
　非特許文献1における真値とモデルによる推定値の誤差に基づく手法は、真値が決定論
的に与えられる場合に有効である。しかし、事実上、空転・滑走が確率論的に不確定に生
じることを踏まえると、効果は限定的である。
【００２５】
　また、特許文献２などの従来の無線基地局の置局設計支援技術は、検討範囲が通信シス
テムで閉じており、通信の可否の評価あるいは通信品質が規定値を満たすかの評価しか行
われない。すなわち、無線列車制御という通信システムの応用に対し、通信の可否、通信
品質が与える具体的な影響については考慮されていない。これは、列車の制御パラメータ
や制御方法を、通信品質に応じて変化させるシステムを設計する際においては、機能的に
不十分である。
【００２６】
　列車制御システムの不確定性を扱う上で、確率推定や確率的シミュレーションは有効で
ある。しかし、従来の列車制御に関係する確率的シミュレーションの適用範囲は、運行ダ
イヤや運転曲線の水準に留まっており、列車制御システムおよびその構成機器の動作に関
する確率的シミュレーションは十分に検討されていない。
【００２７】
　設計においては、シミュレーションに基づく検証だけでなく、実機による検証も有効で
ある。ただし、実機による検証においては、最も危険側となる最悪の条件は、再現困難で
ある。仮に技術的に再現が可能であっても、検証に用いる設備が高コストとなったり、試
験に危険が伴ったりするため、実施困難な場合がある。また、実機検証段階で問題が発覚
した場合は、設計・開発のやり直し(手戻り)が大きいことで、設計・開発期間やコストの
増加に繋がりうる。
【００２８】
　本発明は、設計・開発の早期段階において最適設計を実現させ、および設計・開発期間
の短期化を図ることができる列車制御システムの設計方法を使用するための、また、その
列車制御システムの設計の合理性を確認するための設計用シミュレータを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明は、列車制御システムの設計用シミュレータであって、
　その設計用シミュレータは、列車制御システムを統計モデルで表現し、設計パラメータ
を入力してその統計モデルを用いてシミュレーションを行い、シミュレーション結果の誤
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差を時系列フィルタにより分析して確率分布を取得し、得られた確率分布が要件を満たす
かを検証し、設計パラメータを変更しながらシミュレーションと検証を繰り返して、確率
分布が要件を満たしたときの設計パラメータを適切な設計パラメータとして決定する列車
制御システムの設計方法を使用するためのものであり、
　設計対象について設計パラメータを入力するための設計パラメータ入力装置と、データ
ベースから各列車の性能・走行パターンの固定データを読取って出力するデータ出力装置
と、設計パラメータ入力装置から入力された設計パラメータおよびデータ出力装置から入
力された固定データを、設計対象に係る状態の推定に用いられるセンサの観測値に見立て
て取得するセンサ観測装置と、取得されたセンサ観測値を時系列フィルタを用いて分析し
て設計対象に係る状態を確率分布により推定する状態推定装置と、その状態推定装置の推
定結果を表示するモニタ装置とを有することを特徴とする。
　設計対象に係る状態とは、たとえば列車状態または環境状態である。
　そして、設計パラメータ入力装置は、設計対象を指定するための設計対象指定部と、設
計パラメータを入力するための設計パラメータ入力部を含むことを特徴とする。
【００３０】
　すなわち、上記列車制御システムの設計方法は、列車制御システムを統計モデルで表現
することで、実質的な安全余裕をシミュレーションにより明確にすることを特徴とする。
そして、設計パラメータ（地上子位置、無線基地局位置等）を入力して列車制御システム
の統計モデルを用いてシミュレーションを行う。この際の各種不確定要素による結果のば
らつきは、時系列フィルタにより列車の状態等の条件によって成り立つ確率分布として考
慮される。そして、シミュレーション結果が要件（危険な状態に至る確率が閾値以下とな
る等）を満たすか検証する。さらに、設計パラメータを変更しながら、シミュレーション
と検証を繰り返し、要件を満たすときの設計パラメータを適切な設計パラメータとして決
定する。さらに、短時間かつ少ない労力で適切な設計パラメータを得るために、メタヒュ
ーリスティック手法（ＧＡ等）を組合せることで、設計パラメータの最適化を行うことが
望ましい。
【００３１】
　上記センサ観測装置および状態推定装置は、計算機シミュレーションに用いられるので
、実機ではなく、模擬機（数値モデル）である。しかし、以下には、用語簡明化のため、
模擬の冠詞を省略する。もっとも、模擬機を設計して利用するよりも、実機を用いる方が
有益であれば、シミュレーションに実機を組み込むＨＩＬＳ（Ｈａｒｄｗａｒｅ－Ｉｎ－
ｔｈｅ－Ｌｏｏｐ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）の技術を適用してもよい。
【００３２】
　設計対象が列車の間隔制御に関係しない場合は、センサ観測装置と状態推定装置は、そ
れぞれ自列車用の装置のみを設ける。
【００３３】
　設計対象が列車の間隔制御に関係する場合は、センサ観測装置には、先行列車用センサ
観測装置と後続列車用センサ観測装置とを設ける。先行列車用センサ観測装置には、デー
タ出力装置からの先行列車用固定データおよび設計パラメータ入力装置からの先行列車用
設計パラメータが入力される。後続列車用センサ観測装置には、データ出力装置からの後
続列車用固定データおよび設計パラメータ入力装置からの後続列車用設計パラメータが入
力される。そして、各センサ観測装置に入力される固定データおよび設計パラメータは、
設計対象に係る状態の推定（たとえば実際の列車状態または環境状態の推定）に用いられ
るセンサの観測値に見立てて取得され、状態推定装置に入力される。
【００３４】
　設計対象が列車の間隔制御に関係する場合は、状態推定装置にも、先行列車の列車状態
（環境状態を含む設計対象に係る状態。以下、同じ。）を推定する先行列車状態推定装置
と、後続列車の列車状態を推定する後続列車状態推定装置とを設ける。先行列車状態推定
装置は、先行列車用センサ観測装置から取得されたセンサ観測値を時系列フィルタを用い
て分析して先行列車の列車状態を確率分布として推定する。また、後続列車状態推定装置
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は、後続列車用センサ観測装置から取得されたセンサ観測値を時系列フィルタを用いて分
析して後続列車の列車状態を確率分布として推定する。
【００３５】
　シミュレーション結果、すなわち、状態推定装置により推定された自列車、あるいは先
行列車および後続列車の列車状態は、モニタ装置に入力され、そのモニタ装置により列車
状態の確率分布を表す曲線グラフやコンター図に変換され、シミュレーション係員による
評価のために表示される。センサ観測値には一定の誤差があり、その誤差は列車の在線位
置に応じて変動する。したがって、列車状態の確率分布を表す曲線グラフやコンター図も
変動する。シミュレーション係員は、モニタ装置に表示された先行列車と後続列車の確率
分布を表す曲線グラフやコンター図の表示状態から、入力した設計パラメータが適切か否
かを判断することができる。適切と判断した場合の設計パラメータを正式な設計パラメー
タと決定することができる。
【００３６】
　シミュレーション結果は、推定された先行列車の列車状態と後続列車の列車状態とに基
づいて後続列車の速度を制御する速度制御装置にも入力するようにしてもよい。なお、こ
の速度制御装置も模擬機でよい。そして、その制御内容を別のモニタ装置に入力して、シ
ミュレーション係員による評価のために表示するようにしてもよい。
【００３７】
　シミュレーション係員による評価のためのモニタ装置は、計算機による評価のための評
価装置に置き換えてもよい。その評価装置には、シミュレーション係員の評価に相当する
評価関数を予め計算機演算可能な形式で与えておく。評価装置はシミュレーション結果に
対し、評価関数を適用する。メタヒューリスティック手法を用いて、評価関数の結果を設
計パラメータにフィードバックすることで、適切な設計パラメータを得るために、シミュ
レーション係員の労力を費やす必要がなくなる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に係る列車制御システムの設計用シミュレータは、列車制御システムを統計モデ
ルで表現し、設計パラメータを入力してその統計モデルを用いてシミュレーションを行い
、シミュレーションの結果の誤差を時系列フィルタにより分析して確率分布を取得し、得
られた確率分布が要件を満たすかを検証し、設計パラメータを変更しながらシミュレーシ
ョンと検証を繰り返して、確率分布が要件を満たしたときの設計パラメータを適切な設計
パラメータとして決定する列車制御システムの設計方法を使用するものであるので、列車
制御システムを統計モデルで表現することで、実質的な安全余裕をシミュレーションによ
り明確にし、設計・開発の早期段階において、最適設計を実現させること、および設計・
開発期間の短期化を図ることができる。
　また、安全性・アベイラビリティの議論をより定量的に行うことが可能となる。そして
、設計・開発の手戻りが減ることで、設計・開発期間の短期化が期待できる。さらに、列
車制御システムを統計モデルにより抽象化することが、統計モデルや要素技術の再利用性
を高め、設計・開発期間の短期化に貢献しうる。
　さらに、設計パラメータ入力装置は、設計対象を指定するための設計対象指定部と、設
計パラメータを入力するための設計パラメータ入力部を含むので、一つの設計対象ごとに
設計パラメータの適否を確認できるという特有の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る列車制御システムの設計方法の基本概念を示すフローチャートであ
る。
【図２】本発明に係る列車制御システムの設計用シミュレータの構成のうち、設計対象が
間隔制御に関係しない場合の一例を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る列車制御システムの設計用シミュレータの構成のうち、設計対象が
間隔制御に関係する場合の一例を示すブロック図である。
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【図４】時系列フィルタによる確率論を位置補正用地上子の設置設計に適用する場合の設
計思想を説明する図である。
【図５】図３の設計用シミュレータの動作を説明するフローチャートである。
【図６】設計対象が位置補正用地上子の設置位置である場合の設計パラメータの決定方法
を説明する、図４と同様の図である。
【図７】速度および加速度に対する空転・滑走継続時間の関係の２次元テーブル表現を説
明する図である。
【図８】空転・滑走を想定した場合の速度と空転・滑走に起因するノイズの関係を示す図
である。
【図９】速度発電機を用いる車上検知方式における位置検知の誤差の推移を模式的に示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　続いて、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４１】
　本実施の形態による列車制御システムの設計方法は、計算機により所定のプログラムに
基づく設計処理を実行することにより行われる。図１に示すように、まず、列車制御シス
テムを統計モデルで表現する（Ｓ１。Ｓはステップを意味する。以下、同じ。)。次に、
シミュレーション係員が列車制御システムの設計パラメータを入力する(Ｓ２)。設計パラ
メータは、設計対象により異なる。設計対象がたとえば位置補正用地上子の設置位置、信
号機の設置位置であれば、それぞれ線路起点からのキロ程であり、たとえばｍ単位で入力
される。また、設計対象がたとえば列車の走行速度であれば、最高走行速度であり、たと
えばｍ/秒単位の速度データが入力される。設計パラメータの取る値に制約があれば、制
約を満たす設計パラメータのみを入力する。あるいは、予め本設計手法とは別の手法で、
設計パラメータの候補を制限しておいてもよい。解として有望でない設計パラメータのシ
ミュレーションを行わないことで計算資源を有効に活用することができる。
【００４２】
　次に、入力された設計パラメータと統計モデルを用いて列車制御のシミュレーションを
行う(Ｓ３)。すなわち、データベースから読み出した既定の列車運行プログラムを実行し
、仮想列車を実際の線路パターンを模したデータ上の仮想線路に沿って、設定された速度
で走行させる。続いて、そのシミュレーションにより得られる観測値、たとえば速度発電
機が発生するパルス数や車輪径に基づいて計算される速度データ及び位置検知データを時
系列フィルタを用いて分析して確率分布を得る(Ｓ４)。時系列フィルタには、たとえば、
パーティクルフィルタやカルマンフィルタ等を用いることができる。中でも最も好ましい
のは、パーティクルフィルタである。パーティクルフィルタについては、後に詳述する。
【００４３】
　次に、設計パラメータ入力後の時系列フィルタによる分析により得られた確率分布が安
全性を保証する要件を満たすか否かを判断する（Ｓ５)。Ｓ５において、要件を満たさな
いと判断した場合（Ｓ５においてＮｏの場合）は、Ｓ２に戻り、設計パラメータを変更し
て入力する。要件が満たされるまで入力値の変更とシミュレーションを繰り返す。要件を
満たすか否かは、たとえば、確率分布を確率分布図によりイメージ的に表示することによ
り、または、確率分布の要約統計量（たとえば平均、分散、尖度、分位数、最頻値）を数
字で表すことにより、シミュレーション係員が判断できるようにすることがよい。あるい
は、得られた確率分布を閾値と比較して、閾値を超える場合にフラップを上げて表示する
などの表示手段を備えてもよい。Ｓ５において、要件が満たされた場合は、その時の入力
値を適切な設計パラメータと決定する(Ｓ６)。１つの設計パラメータが決定されれば、そ
の設計対象についての設計処理は終了する。
【００４４】
　他の設計対象について設計を行う場合は、その設計対象についての設計処理をＳ１から
上記の場合と同様に行なう。
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【００４５】
　続いて、上記設計方法を実施するために使用される列車制御システムの設計用シミュレ
ータについて説明する。
【００４６】
　図２は、設計対象が間隔制御に関係しない場合の設計用シミュレータの構成の一例を示
す。この設計用シミュレータは、設計パラメータ入力装置１と、データ出力装置２と、自
列車用センサ観測装置３Ｂと、自列車の列車状態推定装置４Ｂと、モニタ装置５とを有す
る。
【００４７】
　図３は、設計対象が間隔制御に関係する場合の設計用シミュレータの構成の一例を示す
。この設計用シミュレータは、設計パラメータ入力装置１と、データ出力装置２と、先行
列車用センサ観測装置３Ａと、後続列車用センサ観測装置３Ｂと、先行列車の列車状態推
定装置４Ａと、後続列車の列車状態推定装置４Ｂと、モニタ装置５とを有する。図３の設
計用シミュレータは、図２の設計用シミュレータを、より一般化させたものである。よっ
て、以下では、図３の構成例に従って説明する。
【００４８】
　設計パラメータ入力装置１は、設計対象を指定するための設計対象指定部１１と、設計
パラメータを入力するための設計パラメータ入力部１２とを含む。設計対象指定部１１は
、たとえば、位置補正用地上子の設置位置、地上信号機の植設位置、あるいは列車の走行
速度のいずれか一つを選択して設計対象として指定する。設計パラメータ入力部１２から
入力される設計パラメータは、既述したように、設計対象がたとえば位置補正用地上子の
設置位置、地上信号機の植設位置であれば、それぞれ線路起点からのキロ程であり、たと
えばｍ単位で入力される。
【００４９】
　また、設計パラメータ入力部１２からは、設計パラメータとして、安全余裕距離、すな
わち、同一走行路を走行する先行列車と後続列車が衝突せずに走行できる列車間隔の余裕
分をたとえばｍ単位で入力することができる。
【００５０】
　データ出力装置２は、指定された列車の運行プログラムを図示されていないデータベー
スから走行パターンデータを順次連続的に読み出す。そして、シミュレーションの時間分
解能に対応する所定のタイミングで出力し、先行列車用センサ観測装置３Ａと後続列車用
センサ観測装置３Ｂに入力する。走行パターンデータは、列車状態を決定する、時刻と列
車位置の組を配列として表現したものなどである。なお、時刻と列車位置から算出可能で
あるが、速度や加速度を走行パターンデータに含めてもよい。また、必要によりノッチ情
報や電車電流といった列車状態、信号現示や走行箇所の線形といった環境状態を含めても
よい。そして、データ出力装置２は、設計パラメータ入力部１２から入力された設計パラ
メータを先行列車用センサ観測装置３Ａと後続列車用センサ観測装置３Ｂに入力する。さ
らに、各列車の性能等の固定データを先行列車用センサ観測装置３Ａと後続列車用センサ
観測装置３Ｂに入力する。
【００５１】
　先行列車用センサ観測装置３Ａと後続列車用センサ観測装置３Ｂは、実際の列車制御シ
ステムにおいて列車状態の推定に必要なセンサの観測値を観測するセンサ観測装置の模擬
版である。そして、データ出力装置２から入力される走行パターンデータを、列車状態の
推定に必要なセンサの観測値に見立てて取得する。センサの観測値は、たとえば在線位置
推定に必要な速度発電機からのパルスや位置補正用地上子の検知有無などである。
【００５２】
　先行列車の列車状態推定装置４Ａは、先行列車用センサ観測装置３Ａにより取得された
センサ観測値から、時系列フィルタを用いて先行列車の列車状態、ここでは一例として、
在線位置の確率分布を算出し、先行列車の在線位置を推定する。そして、先行列車の列車
状態推定装置４Ａが得た確率分布はモニタ装置５に出力される。後続列車の列車状態推定
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装置４Ｂは、後続列車用センサ観測装置３Ｂにより取得されたセンサ観測値から、時系列
フィルタを用いて分析して後続列車の列車状態の確率分布、ここでは一例として、在線位
置の確率分布を得て、後続列車の在線位置を推定する。そして、後続列車の列車状態推定
装置４Ａが得た確率分布もモニタ装置５に出力される。
【００５３】
　モニタ装置５は、先行列車の列車状態推定装置４Ａから先行列車の列車状態の確率分布
（この例の場合は先行列車の在線確率分布）を入力したときは、その在線確率分布をデー
タ変換（画像処理）して確率分布グラフを作成する。そして、その確率分布グラフを画面
に表示する。モニタ装置５は、後続列車の列車状態推定装置４Ｂから後続列車の列車状態
の確率分布（この例の場合は後続列車の在線確率分布）を入力したときも、その在線確率
分布をデータ変換（画像処理）して確率分布グラフを作成する。そして、モニタ装置５は
、その確率分布グラフを、図４に示すように画面に表示する。
【００５４】
　図４は、設計パラメータ入力装置１の設計対象指定部１１で、設計対象として位置補正
用地上子の設置位置を指定した後、設計パラメータとして走行路の起点からその位置補正
用地上子の設置位置までのキロ程を入力した場合に、モニタ装置５の画面に表示される確
率分布グラフの一例を示す。
【００５５】
　図４において、縦軸は在線確率であり、横軸は列車の走行路の起点からのキロ程である
。一つの列車の在線確率分布Ｘの形状は、列車が一つの位置補正用地上子を通過した直後
は急峻であるが、その位置補正用地上子から離れる距離が大きくなるにつれて緩慢になる
ことは既に述べた。
【００５６】
　続いて、上記列車制御システムの設計用シミュレータの動作を図５のフローチャートを
用いながら説明する。本実施の形態においては、設計対象指定部１１で、設計対象として
位置補正用地上子の設置位置を指定する（Ｓ２１）。次に、設計パラメータ入力部１２に
おいて、設計パラメータの一つとして各位置補正用地上子の設置位置をキロ程で入力し、
その後または前に、もう一つの設計パラメータとして、安全余裕距離Ｄ１を入力して安全
余裕距離を仮設定する（Ｓ２２）。この安全余裕距離Ｄ１は、列車の最高速度とブレーキ
性能、線路勾配などを参酌して、衝突を予防できる最小列車間隔となるように決められる
。
【００５７】
　設計パラメータの入力をした後、シミュレーションを開始させる(Ｓ２３)。このシミュ
レーションにおいては、データベースから走行パターンデータを読み出して仮想列車を走
行させ、設計パラメータ入力部１２から入力された設計パラメータを先行列車用センサ観
測装置３Ａおよび後続列車用センサ観測装置３Ｂにおいて観測値として取り込み、その観
測値を先行列車の列車状態推定装置４Ａおよび後続列車の列車状態推定装置４Ｂにおいて
パーティクルフィルタを用いて分析して先行列車と後続列車の在線確率分布を得るととも
に、二つの確率分布の積算値を求める。そして、最後にその得られた積算値を閾値と比較
する。
【００５８】
　シミュレーション(Ｓ２３)が終了すると、先行列車の列車状態推定装置４Ａおよび後続
列車の列車状態推定装置４Ｂが出力する推定結果(確率分布およびその積算値のデータ)が
モニタ装置５に出力される。そして、モニタ装置５の画像処理部において確率分布および
その積算値のデータが画像処理される(Ｓ２４)。すなわち、確率分布およびその積算値が
確率分布グラフに変換され、その確率分布グラフがモニタ装置５の表示部に表示される(
Ｓ２５)。
【００５９】
　図６はモニタ装置５の表示部の表示内容の一例を示している。Ｘａ,Ｘｂは、先行列車
と後続列車が仮に決定された安全余裕距離Ｄ１を保ちつつ特定の走行パターンに従って走
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布である。Ｘａ’,Ｘｂ’は、同じく、次の位置補正用地上子ＰＤ２に到達する直前の二
つの列車の在線確率分布である。そして、Ｘｃ’は、在線確率分布Ｘａ’,Ｘｂ’の積算
値、すなわち、二つの列車の衝突確率分布であるが、図６では、その衝突確率Ｘｃは危険
回避の必要性を意味する閾値ＴＬを超えている。
【００６０】
　すなわち、安全余裕距離をＤ１とした場合、位置補正用地上子ＰＤ１，ＰＤ２間の距離
を図６の例のようにL１に設定した場合は、衝突の確率が高いので、衝突を回避するには
、位置補正用地上子ＰＤ１，ＰＤ２間の距離を、Ｌ１よりも小さくする必要があることが
わかる。すなわち、衝突確率Ｘｃが生じない位置、または衝突確率Ｘｃが閾値ＴＬを超え
ない位置L２が、補正用地上子ＰＤ２の設置位置として適切である。
【００６１】
　他の実施の形態として、図２および図３に示すように、上記構成に加えて、速度制御装
置６と、モニタ装置７を備えてもよい。図３の速度制御装置６には、図６に示すように、
先行列車の列車状態推定装置４Ａおよび／または後続列車の列車状態推定装置４Ｂから後
続列車の列車状態の確率分布、この例の場合は在線確率分布Ｘａ’，Ｘｂ’および衝突確
率に相当する、先行列車と後続列車が同位置に存在する確率分布Ｘｃ’が入力される（Ｓ
２６）。これにより、速度制御装置６は、この衝突確率Ｘｃ’の最頻値が閾値ＴＬを超え
ないように後続列車の速度制限を行うことができる（Ｓ２７）。速度制限には、減速と非
常停止が含まれる。
【００６２】
　モニタ装置７は、シミュレーション結果、すなわち模擬の速度制御装置６による制御内
容（速度制限）をシミュレーション係員による評価のために表示する（Ｓ２８）。シミュ
レーション係員は、その表示された制御内容から、入力した設計パラメータが適切か否か
を判断することもできる。
【００６３】
　センサ観測装置３Ａ，３Ｂおよび列車状態推定装置４Ａ，４Ｂでは、統計モデルとその
シミュレーションを適用する。統計モデルとそのシミュレーションを適用することで、セ
ンサが有する、従来は簡単化のため考慮していなかった、より詳細な特性を設計に反映可
能である。必要最小限の安全余裕で地上子位置を設計することで、地上子数の削減や、位
置補正不良による列車非常停止の頻度を低減するといったことが可能である。
【００６４】
　たとえば、位置センサを、１００ｍ進んだ場合の誤差が平均０、分散１の正規分布Ｎ（
０，１）[ｍ］に従うとモデル化すれば、１ｋｍ進んだ時の誤差は、Ｎ（０，１０）［ｍ
］と見積もることが可能であり、その誤差が特定の範囲に収まる確率が計算可能である。
実際には、誤差モデルに正規分布が適用できるとは限らない。より複雑な非線形なモデル
や、実験的な統計に基づくモデルを容易に扱うためには、パーティクルフィルタを用いれ
ばよい。
【００６５】
　以下に、センサ観測装置３Ａ，３Ｂおよび列車状態推定装置４Ａ，４Ｂにおいて用いら
れる時系列フィルタの一例としてのパーティクルフィルタについて説明する。ここでは、
位置補正用地上子の配置設計を例に、速度発電機と位置補正用地上子のみの簡易なモデル
を示す。この例では、簡単のため間隔制御は考慮せず、図２の構成をとる。
【００６６】
　時刻ｔにおける状態ベクトルｘtを以下のように、列車位置（車上子位置）ｐｔと、速
度ｖtからなるベクトルとして定義する。
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【数１】

　また、状態ベクトルｘtに基づく拡大状態ベクトルＸｔを以下のように定義する。

【数２】

　ここで、ｋは、速度発電機による速度算出（一定時間パルス計数方式）における平滑化
の時間窓に相当する係数である。
【００６７】
　時刻ｔにおける観測ベクトルｙtを以下のように、速度発電機の平滑化時間窓内のパル
スカウントｃｔと、地上子検知有無ｂtからなるベクトルとして定義する。

【数３】

【００６８】
　システムモデルは、
【数４】

と定義する。ここで、ΔＴはシミュレーションの時間刻み、Randpは積分誤差相当のノイ
ズ、Randｖは加速度および空転・滑走相当のノイズである。
【００６９】
　観測モデルは、
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【数５】

と定義する。ここで、ｎは速度発電機の歯数、Ｄは車輪径、Randｃはサンプリングタイミ
ングによる誤差に相当するノイズ、Randｓは空転・滑走に起因するノイズである。また、
Baliseはパラメータで指定した位置を、パラメータで指定した速度で通過した際に、地上
子を検知するかを真偽値で返す関数である。地上子の検知は、地上子の個体差や環境条件
に左右されるため、一定のノイズRandｂを含む。
【００７０】
　Randｓを定めるためには、速度および加速度（減速度）に対する空転・滑走発生確率の
関係、および空転・滑走が発生した場合の空転・滑走継続時間の関係を、計算機で扱える
形で定義する。たとえば、空転・滑走継続時間の関係については、図７に示すような、速
度および加速度の２次元テーブルとしてデータベース化する。空転・滑走発生確率の関係
、および空転・滑走が発生した場合の空転・滑走継続時間の関係を取得する方法としては
、過去の走行結果に基づいての統計をとる方法が挙げられる。また、非特許文献２で示さ
れているような、力学的モデルの理論式やシミュレーション結果を用いてもよい。ここで
は、一般的な情報として加速度（２つの速度の差）を採用してモデリングしたが、たとえ
ばノッチ情報が観測可能ないしは推定可能であれば、加速度の代わりにノッチ情報を用い
てもよい。
【００７１】
　ただし、Randｓを参照する際に、毎回、様々な空転・滑走状態を確率論的に想定し、尤
度を求めるのは、計算負荷の観点から実際的ではない。そこで、予め様々な空転・滑走状
態を確率論的に想定しておき、Randｓの近似分布を求めておく。図８に、特定の空転・滑
走を想定した場合の速度とRandｓの関係を模式的に示す。
【００７２】
　列車状態推定装置４Ｂは、初期化処理として、拡大状態ベクトルＸｔで表現される粒子
を所定の数だけ生成する。これら粒子の集合は、拡大状態ベクトルＸｔの分布のモンテカ
ルロ近似を表す。粒子の初期値は、たとえば、列車が停止している前提で、列車位置は特
定範囲内の値、速度はゼロとする。
【００７３】
　列車状態推定装置４Ｂは、シミュレーション周期毎に、数４で示したシステムモデルに
従って、前回時刻ｔ－１の状態ベクトルｘｔ－１から、当該時刻ｔの状態ベクトルｘｔを
予測し、さらに、拡大状態ベクトルＸｔ－１からＸｔを求める。この操作を、すべての粒
子に適用する。
【００７４】
　センサ観測装置３Ｂは、シミュレーション周期毎に、走行パターン（時刻、位置）およ
び位置補正用地上子の設置位置リストから、観測ベクトルｙｔを生成し、列車状態推定装
置４Ｂに入力する。
【００７５】
　列車状態推定装置４Ｂは、センサ観測装置３Ｂから入力された観測ベクトルｙｔを用い
て、粒子のフィルタリングを行う。フィルタリングにおいては、観測モデルに基づき、各
粒子の尤度、すなわち、ｙｔが与えられた条件において、各粒子の状態を取りうる確率を
求める。これは、各粒子の重みが均一であれば、粒子が与えられた条件において、ｙｔが
観測される確率を求めることと本質的に同義である。
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【００７６】
　列車状態推定装置４Ｂは、算出された尤度（尤度比）に基づいて、粒子のリサンプリン
グを行う。これにより、時刻ｔにおける列車位置ｐtの分布のモンテカルロ近似が得られ
る。すなわち、在線確率分布が得られる。この分布をモニタ装置５に入力する。
【００７７】
　モニタ装置５は、列車状態推定装置４Ｂから入力された在線確率分布を、グラフ化して
表示する。このとき、たとえば、カーネル密度推定を行うことで、モンテカルロ近似から
連続確率分布を得ることができる。
【００７８】
　シミュレーション係員は、在線確率分布の広がりが、所望の範囲か判断することで、設
計パラメータ、すなわち、地上子配置の良否を判断する。
【００７９】
　簡単のため上記のモデルには組み込んでいないが、実際の列車制御システムにおいては
、空転・滑走を検知した際に、最大加速度や最大減速度に従って速度を補正する機能を持
つものがある。パーティクルフィルタでは、このような条件に応じて計算式が変化するよ
うな非線形モデルも扱えるという利点がある。
【００８０】
　統計モデルとそのシミュレーションを適用することで、究極的には、累積誤差の許容値
という概念すら不要となる。累積誤差に許容値を設けるのは、許容値以上の誤差が発生し
た場合に、脱線・追突といった危険事象が許容できない可能性・頻度で生じうるからであ
る。たとえば、図６のＸｃ’のように、列車の脱線・追突を統計モデルで表現し、定量評
価が可能であれば、安全性の検討において、危険事象の発生可能性や頻度について直接的
な議論が可能となる。この場合、危険事象に至る一要因に過ぎない累積誤差がいくつであ
るかは、安全性の本質ではなくなる。
【符号の説明】
【００８１】
１　　　設計パラメータ入力装置
１１　　設計対象指定部
１２　　設計パラメータ入力部
２　　　データ出力装置
３Ａ　　先行列車用センサ観測装置
３Ｂ　　自列車または後続列車用センサ観測装置
４Ａ　　先行列車状態推定装置
４Ｂ　　自列車または後続列車状態推定装置
５　　　モニタ装置
６　　　速度制御装置
７　　　速度制御結果表示用のモニタ装置
図６において
Ｄ１　　安全余裕距離
Ｘａ,Ｘａ’　　先行列車（最後尾）の在線確率分布
Ｘｂ,Ｘｂ’　　後続列車が非常制動で停止した際の後続列車（最前部）の在線確率分布
Ｘｃ’ 　　　　先行列車と後続列車が同位置に存在する確率分布
ＴＬ　　　　　閾値
ＰＤ１,ＰＤ２　位置補正用地上子
Ｌ１,Ｌ２　　　地上子の設置間隔
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